
 

居宅サービス計画書標準様式及び記載要領 

 

（居宅サービス計画書記載要領）  

(前略) 介護サービス計画は、利用者の生活を総合的かつ効果的に支援するた めに重要な

計画であり、利用者が地域の中で尊厳ある自立した生活を続けるた めの利用者本人の計画

であることを踏まえ、わかりやすく記載するものとする。 

 

⑬「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」 

 利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度 で利用しなが

ら、どのような生活をしたいと考えているのか意向を 踏まえた課題分析の結果を記載する。

その際、課題分析の結果として、「自立 支援」に資するために解決しなければならない課題

が把握できているか確認 する。そのために、利用者の主訴や相談内容等を踏まえた利用者

が持ってい る力や生活環境等の評価を含め利用者が抱える問題点を明らかにしていく こ

と。 なお、利用者及びその家族の生活に対する意向が異なる場合には、各々の 主訴を区別

して記載する。  

 

⑮「総合的な援助の方針」  

課題分析により抽出された、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」に対 応して、当該居

宅サービス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種のサービス担当者が、どのような

チームケアを行おうとするのか、利用者及び家 族を含むケアチームが確認、検討の上、総

合的な援助の方針を記載する。 あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されてい

る場合には、対 応機関やその連絡先、また、あらかじめケアチームにおいて、どのような

場 合を緊急事態と考えているかや、緊急時を想定した対応の方法等について記 載するこ

とが望ましい。例えば、利用者の状態が急変した場合の連携等や、 将来の予測やその際の

多職種との連携を含む対応方法について記載する。 

 

２ 第２表：「居宅サービス計画書（２）」  

 

①「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」 

 利用者の自立を阻害する要因等であって、個々の解決すべき課題（ニーズ） についてそ

の相互関係をも含めて明らかにし、それを解決するための要点が どこにあるかを分析し、

その波及する効果を予測して原則として優先度合い が高いものから順に記載する。具体的

には、利用者の生活全般の解決すべき 課題（ニーズ）の中で、解決していかなければなら

ない課題の優先順位を見 立て、そこから目標を立て、  

・ 利用者自身の力で取り組めること  



・ 家族や地域の協力でできること  

・ ケアチームが支援することで、できるようになることなどを整理し、具体的な方法や手

段をわかりやすく記載する。  

目標に対する援助内容では、「いつまでに、誰が、何を行い、どのようになるのか」とい

う目標達成に向けた取り組みの内容やサービスの種別・頻度や 期間を設定する。 

 

④「サービス内容」  

「短期目標」の達成に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明 らかにし、適

切・簡潔に記載する。 この際家族等による援助や必要に応じて保険給付対象外サービスも

明記し、また、当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービスについても、

そのサービスがニーズに反せず、利用者及びその家 族に定着している場合には、これも記

載する。なお、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を 位置付け

る場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス 計画に訪問介護が必要

な理由を記載する必要があるが、その理由を当該欄に 記載しても差し支えない。 


